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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）複数のマッチング候補の中から現在地を決定するナビゲーション装置において、
（ｂ）音声による現在地修正指示を認識する音声認識手段と、
（ｃ）前記現在地修正指示に従って、現在地を修正する現在地修正手段とを有し、
（ｄ）前記現在地修正指示は現在地に対する修正すべき位置の方向であることを特徴とす
るナビゲーション装置。
【請求項２】
前記現在地修正手段は、前記現在地修正指示に適合するマッチング候補を修正後の現在地
とする請求項１に記載のナビゲーション装置。
【請求項３】
（ａ）複数のマッチング候補の中から現在地を決定するナビゲーションのためにコンピュ
ータを、
（ｂ）音声による現在地修正指示を認識する音声認識手段、及び、
（ｃ）前記現在地修正指示に従って、現在地を修正する現在地修正手段として機能させる
ナビゲーションプログラムであって、
（ｄ）前記現在地修正指示は現在地に対する修正すべき位置の方向であるナビゲーション
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、ナビゲーション装置及びナビゲーションプログラムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、自動車等の車両に搭載されたナビゲーション装置においては、運転者等の操作者が
所定の入力部を操作して目的地を設定すると、該目的地、及び、現在地検出処理部によっ
て検出された車両の現在地に基づいて、該現在地から目的地までの経路が探索され、探索
された経路が案内される。この場合、現在地は、ジャイロセンサ、ＧＰＳセンサ等の各種
センサからのセンサ信号に基づいて求められた現在地を地図情報から得た道路の形状等と
比較して、決定されるようになっている。
【０００３】
しかし、前記センサ信号に基づいて求められる現在地の精度は、十分に高いものではなく
、ある程度の誤差を含むものである。このため、現在地を道路の形状等と比較する時に、
市街地のように複数の道路が密集している場所においては、誤った道路を選択して現在地
を決定してしまうことがある。この場合、ナビゲーション装置には、車両が実際に走行し
ている道路と相違する道路上に車両の現在地が表示されることになる。
【０００４】
このように誤った道路を選択して現在地を決定する可能性の高い場合としては、例えば、
地上の一般道と高架の高速道路とが平行しているように、複数の道路が多層になって同方
向に延在している場合、一般道の横に高速道路が平行しているように、複数の道路が平行
して同方向に延在している場合、高速道路の合流分岐点のように、道路が枝分かれしてい
る場合等がある。
【０００５】
そして、ナビゲーション装置が指示する進路変更地点や進路変更方向は、地図情報から得
た道路の情報に基づいて決定されるので、現在地が誤った道路上にあると、その後に指示
される進路変更地点や進路変更方向も誤ったものになってしまうという問題が発生する。
【０００６】
そこで、該問題を解決するために、表示された車両の現在地の誤りに気が付いた場合に、
操作者が現在地を修正することができる機能を有するナビゲーション装置が提供されてい
る。
【０００７】
これにより、ナビゲーション装置において現在地が修正されるので、その後に指示される
進路変更地点や進路変更方向は正確で信頼することができるものとなる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記従来のナビゲーション装置においては、ナビゲーション装置本体やリ
モートコントローラに配設されたボタン、スイッチ、ジョグダイヤル、十文字キー等の手
動入力手段を操作して、現在地の修正を行うようになっている。ところが、一般的なナビ
ゲーション装置は、車両の走行中に前記手動入力手段の操作を行うことができないような
装置を備えているので、表示された車両の現在地の誤りに気が付いた場合であっても、操
作者は車両を停止させないと現在地の修正を行うことができないようになっている。
【０００９】
また、前記装置を備えていない場合であっても、操作者が車両の運転者である時は、運転
中に手動入力手段の操作を行うことが事実上不可能であるので、現在地の修正を行うため
に車両を停止させる必要がある。
【００１０】
しかし、道路が混雑している時に車両を停止させることは困難であり、道路状況によって
は、路側に車両を移動させることができない場合もある。このような場合には、車両を停
止させることが可能な場所に到達するまで、現在地の修正を行うことができないので、操
作者が表示された車両の現在地の誤りに気が付いた場合であっても、長時間にわたり現在
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地が誤った状態が継続してしまうことになる。すなわち、ナビゲーション装置が有効に機
能しない状態が継続することになってしまう。
【００１１】
特に、高速道路上では、道路上で車両を停止させることが禁じられているので、次のパー
キングエリアに到達するまで現在地の修正を行うことができない。そして、パーキングエ
リアの間隔は一般に相当長いので、一般道路を走行中の場合と比較すると極めて長時間に
わたり、ナビゲーション装置が有効に機能しない状態が継続することになってしまう。
【００１２】
また、現在地の修正を行う度に車両を停止させなくてはならないので、操作者は煩わしく
感じてしまう。
【００１３】
本発明は、前記従来のナビゲーション装置の問題点を解決して、ナビゲーション装置に表
示された車両の現在地の誤りに気が付いた場合、操作者が音声によって現在地の修正を指
示すると、音声による指示を認識し、該指示に従って現在地を修正することによって、現
在地の修正を容易に行うことができるナビゲーション装置及びナビゲーションプログラム
を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　そのために、本発明のナビゲーション装置においては、複数のマッチング候補の中から
現在地を決定するナビゲーション装置において、音声による現在地修正指示を認識する音
声認識手段と、前記現在地修正指示に従って、現在地を修正する現在地修正手段とを有し
、前記現在地修正指示は現在地に対する修正すべき位置の方向である。
【００１５】
本発明の他のナビゲーション装置においては、さらに、前記現在地修正手段は、前記現在
地修正指示に適合するマッチング候補を修正後の現在地とする。
【００１９】
　本発明のナビゲーションプログラムにおいては、複数のマッチング候補の中から現在地
を決定するナビゲーションのためにコンピュータを、音声による現在地修正指示を認識す
る音声認識手段、及び、前記現在地修正指示に従って、現在地を修正する現在地修正手段
として機能させるナビゲーションプログラムであって、前記現在地修正指示は現在地に対
する修正すべき位置の方向である。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２１】
図２は本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーション装置の概念図、図３は本発明の
第１の実施の形態におけるナビゲーション装置の機能を示す図である。
【００２２】
図において、１４はコンピュータとしてのナビゲーション装置であり、該ナビゲーション
装置１４は、現在地を検出する現在地検出処理部１５、道路データ等が記録された記録媒
体としてのデータ記録部１６、入力された情報に基づいて、ナビゲーション処理等の各種
の演算処理を行うナビゲーション処理部１７、入力部３４、表示部３５、音声入力部３６
、音声出力部３７及び通信部３８を有し、前記ナビゲーション処理部１７に車速センサ４
１が接続される。
【００２３】
そして、前記現在地検出処理部１５は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ）センサ２１、地磁気センサ２２、距離センサ２３、ステアリングセンサ
２４、ビーコンセンサ２５、ジャイロセンサ２６、図示されない高度計等から成る。なお
、前記ＧＰＳセンサ２１、地磁気センサ２２、距離センサ２３、ステアリングセンサ２４
、ビーコンセンサ２５、ジャイロセンサ２６、高度計等の中のいくつかは、製造コスト等
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の観点から、適宜省略することもできる。
【００２４】
そして、前記ＧＰＳセンサ２１は、人工衛星によって発生させられた電波を受信すること
によって地球上における現在地を検出し、前記地磁気センサ２２は、地磁気を測定するこ
とによって車両が向いている方位を検出し、前記距離センサ２３は、道路上の所定の位置
間の距離等を検出する。前記距離センサ２３としては、例えば、図示されない車輪の回転
数を測定し、該回転数に基づいて距離を検出するもの、加速度を測定し、該加速度を２回
積分して距離を検出するもの等を使用することができる。
【００２５】
また、前記ステアリングセンサ２４は、舵（だ）角を検出し、前記ステアリングセンサ２
４としては、例えば、図示されないステアリングホイールの回転部に取り付けられた光学
的な回転センサ、回転抵抗センサ、車輪に取り付けられた角度センサ等が使用される。
【００２６】
そして、前記ビーコンセンサ２５は、道路に沿って配設されたビーコンからの位置情報を
受信して現在地を検出する。前記ジャイロセンサ２６は、車両の回転角速度、すなわち、
旋回角を検出し、前記ジャイロセンサ２６としては、例えば、ガスレートジャイロ、振動
ジャイロ等が使用される。そして、前記ジャイロセンサ２６によって検出された旋回角を
積分することによって、車両が向いている方位を検出することができる。
【００２７】
なお、前記ＧＰＳセンサ２１及びビーコンセンサ２５は、それぞれ単独で現在地を検出す
ることができる。そして、距離センサ２３によって検出された距離と、地磁気センサ２２
及びジャイロセンサ２６によって検出された方位とを組み合わせることによって現在地を
検出することもできる。また、距離センサ２３によって検出された距離と、ステアリング
センサ２４によって検出された舵角とを組み合わせることによって現在地を検出すること
もできる。
【００２８】
前記データ記録部１６は、地図データファイル、交差点データファイル、ノードデータフ
ァイル、道路データファイル、写真データファイル、及び、各地域のホテル、ガソリンス
タンド、観光地案内所等の施設の情報が記録された施設情報データファイルから成るデー
タベースを備える。そして、前記データ記録部１６には、経路を探索するためのデータの
他、前記表示部３５の画面に、探索された経路に沿って案内図を表示したり、交差点又は
経路における特徴的な写真、コマ図等を表示したり、次の交差点までの距離、次の交差点
における進行方向等を表示したり、他の案内情報を表示したりするための各種のデータが
記録される。なお、前記データ記録部１６には、所定の情報を音声出力部３７によって出
力するための各種のデータも記録される。
【００２９】
ところで、前記交差点データファイルには交差点に関する交差点データが、ノードデータ
ファイルにはノード点に関するノードデータが、道路データファイルには道路に関する道
路データがそれぞれ記録され、前記交差点データ、ノードデータ及び道路データによって
道路状況が画面に表示される。なお、前記ノードデータは、前記地図データファイルに記
録された地図データにおける少なくとも道路の位置及び形状を構成するものであり、実際
の道路の分岐点（交差点、Ｔ字路等を含む）、ノード点、及び各ノード点間を連結するリ
ンクを示すデータから成る。また、前記ノード点は、少なくとも道路の屈曲点の位置を示
す。
【００３０】
そして、前記道路データには、道路自体について、幅員、勾（こう）配、カント、高度、
バンク、路面の状態、道路の車線数、該車線数の減少する地点、幅員の狭くなる地点等の
データが含まれる。また、コーナについては、曲率半径、交差点、Ｔ字路、コーナの入口
等のデータが含まれる。さらに、道路属性については、踏切、高速道路出入口ランプウェ
イ、高速道路の料金所、降坂路、登坂路、道路種別（国道、一般道、高速道等）等のデー
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タが含まれる。
【００３１】
また、前記ナビゲーション処理部１７は、ナビゲーション装置１４の全体の制御を行うＣ
ＰＵ３１、該ＣＰＵ３１が各種の演算処理を行うに当たりワーキングメモリとして使用さ
れるＲＡＭ３２、及び、制御プログラムの他、目的地までの経路の探索、経路中の走行案
内、特定区間の決定等を行うための各種のプログラムが記録された記録媒体としてのＲＯ
Ｍ３３から成る。そして、前記ナビゲーション処理部１７には、前記入力部３４、表示部
３５、音声入力部３６、音声出力部３７及び通信部３８が接続される。なお、前記音声入
力部３６、音声出力部３７及び通信部３８の中のいくつかは、製造コスト等の観点から、
適宜省略することもできる。
【００３２】
ここで、前記プログラムには、ナビゲーションのためにコンピュータを、音声による現在
地修正指示を認識する音声認識手段、及び、前記現在地修正指示に従って、現在地を修正
する現在地修正手段として機能させるナビゲーションプログラムも含まれる。また、該ナ
ビゲーションプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、半導体メモ
リだけでなく、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラム、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＤ、ＤＶＤ－
ＲＯＭ、光ディスク、ＭＯ、ＩＣカード、光カード、メモリカード等、あらゆる形態の記
録媒体を含むものである。
【００３３】
なお、前記データ記録部１６及びＲＯＭ３３は、図示されない磁気コア、半導体メモリ等
によって構成される。また、前記データ記録部１６及びＲＯＭ３３として、磁気テープ、
磁気ディスク、磁気ドラム、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、光ディスク、ＭＯ、
ＩＣカード、光カード、メモリカード等の各種の記憶媒体を使用することもできる。該記
憶媒体は、ナビゲーション装置１４にあらかじめ据付られたものであってもよく、運転者
等によって適宜交換可能なものであってもよい。
【００３４】
本実施の形態においては、前記ＲＯＭ３３に各種のプログラムが記録され、前記データ記
録部１６に各種のデータが記録されるようになっているが、プログラム及びデータを同じ
外部記憶媒体に記録することもできる。この場合、例えば、前記ナビゲーション処理部１
７に図示されないフラッシュメモリ等の記憶媒体を配設し、前記外部記憶媒体から前記プ
ログラム及びデータを読み出して前記記憶媒体に書き込むこともできる。したがって、外
部記憶媒体を交換することによって前記プログラム及びデータを更新することができる。
また、図示されない自動変速機制御装置の制御プログラム等も前記外部記憶媒体に記録さ
せることができる。このように、各種の記憶媒体に記録されたプログラムを起動し、デー
タに基づいて各種の処理を行うことができる。なお、前記外部記憶媒体は、磁気テープ、
磁気ディスク、磁気ドラム、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、光ディスク、ＭＯ、
ＩＣカード、光カード、メモリカード等、いかなる種類のものであってもよい。
【００３５】
さらに、前記通信部３８は、ＦＭ送信装置、電話回線、インターネット、携帯電話網等と
の間で各種のデータの送受信を行うためのものであり、例えば、図示されない情報センサ
等によって受信した渋滞等の道路情報、交通事故情報、ＧＰＳセンサ２１の検出誤差を検
出するＤ－ＧＰＳ情報等の各種のデータを受信する。また、本発明の機能を実現するため
のプログラム、ナビゲーション装置１４を動作させるためのその他のプログラム、データ
等を、情報センタ（インターネットサーバ、ナビゲーション用サーバ等）から複数の基地
局（インターネットのプロバイダ端末、前記通信部３８と電話回線、通信回線等を介して
接続された通信局等）に送信し、更に各基地局から通信部３８に送信することもできる。
このようなシステムを使用する場合、各基地局から送信された前記プログラム、及びデー
タの少なくとも一部が受信されると、前記ＣＰＵ３１は、読書き可能なメモリ、例えば、
ＲＡＭ３２、フラッシュメモリ、ハードディスク等の記録媒体にダウンロードし、前記プ
ログラムを起動し、データに基づいて各種の処理を行うことができる。
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【００３６】
この場合、例えば、プログラム及びデータを異なる記録媒体に記録したり、同じ記録媒体
に記録したりすることもできる。
【００３７】
また、家庭用のパソコンを使用し、前記情報センタから送信されたプログラム、データ等
をパソコンに対して脱着自在なメモリカード、フレキシブルディスク等の記録媒体にダウ
ンロードし、前記プログラムを起動し、データに基づいて各種の処理を行うこともできる
。
【００３８】
そして、前記入力部３４は、走行開始時の位置を修正したり、目的地を入力したりするた
めのものであり、ナビゲーション装置１４の本体に配設された操作キー、押しボタン、ジ
ョグダイヤル、十字キー等からなるものであるが、リモートコントローラであってもよい
。なお、表示部３５がタッチパネルである場合には、表示部３５の画面に表示された操作
キー、操作メニュー等の操作スイッチから成るものであることが望ましい。この場合、通
常のタッチパネルのように前記操作スイッチを押す（タッチする）ことによって、入力を
行うことができる。
【００３９】
そして、前記表示部３５には、操作案内、操作メニュー、操作キーの案内、現在地から目
的地までの経路、該経路に沿った案内情報等が表示される。前記表示部３５としては、Ｃ
ＲＴディスプレイ、液晶ディスプレイ、ＬＥＤディスプレイ、プラズマディスプレイ、フ
ロントガラスにホログラムを投影するホログラム装置等を使用することができる。
【００４０】
また、音声入力部３６は、図示されないマイクロホン等によって構成され、音声によって
必要な情報を入力することができる。さらに、音声出力部３７は、図示されない音声合成
装置及びスピーカを備え、音声情報、例えば、音声合成装置によって合成された音声から
成る案内情報、変速情報等をスピーカから出力し、操作者に知らせる。なお、音声合成装
置によって合成された音声の他に、各種の音、あらかじめテープ、メモリ等に録音された
各種の案内情報をスピーカから出力することもできる。
【００４１】
本実施の形態において、ナビゲーション装置１４は、機能の観点から、入力された音声に
よる現在地修正指示を認識する音声認識手段２７、前記現在地修正指示に従って、現在地
を修正する現在地修正手段２８、及び、現在地決定手段２９を有するものである。
【００４２】
ここで、前記音声認識手段２７は、例えば、前記音声入力部３６に「上の道」という音声
が入力されると、現在地を上方に位置する高架の道路に移動させるという現在地修正指示
であると認識して、該修正指示を現在地修正手段２８に送信する。また、「一般道」とい
う音声が入力されると、現在地を近接する一般道に移動させるという現在地修正指示であ
ると認識して、該修正指示を現在地修正手段２８に送信する。さらに、「右の道」という
音声が入力されると、現在地を車両の進行方向に対して右側に位置する道路に移動させる
という現在地修正指示であると認識して、該修正指示を現在地修正手段２８に送信する。
【００４３】
なお、前記音声認識手段２７は、現在地修正指示だけでなく他の種類の指示、例えば、目
的地設定、経路探索開始、施設検索開始等の音声による指示を認識するものであってもよ
い。そして、前記音声認識手段２７は、学習機能を有するものであることが望ましく、例
えば、操作者の音声をあらかじめ繰り返し入力して学習させることによって、操作者の音
声による指示の認識精度が向上するものであることが望ましい。
【００４４】
また、音声による複数種類の指示を認識するものである場合、音声認識処理の負担を低減
して処理速度及び認識精度を向上させるために、キーワードによる絞り込み機能を有する
ものであってもよい。この場合、例えば、現在地修正を指示しようとする時、操作者が、
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まず、「現在地修正」と音声によって指示すると、音声認識手段２７は、次の指示は現在
地修正指示であると判断して、現在地修正指示を認識するために必要とされる認識辞書を
準備し、他の指示を認識するために必要な認識辞書を認識検索の対象から外す処理を行う
。これにより、認識検索の対象範囲を限定することができるので、音声認識処理の処理速
度及び認識精度が向上する。
【００４５】
そして、前記現在地修正手段２８は、音声認識手段２７から送信された現在地修正指示に
従って、現在地決定手段２９が決定した現在地を修正するための現在地修正処理を実行す
る。
【００４６】
ここで、前記現在地決定手段２９は、現在地検出処理部１５によって検出された現在地を
データ記録部１６に格納された道路に関する各種データと比較して、現在地が道路上に位
置するように決定するためのマップマッチング処理を実行するようになっている。
【００４７】
この場合、前記現在地検出処理部１５によって検出された現在地の精度にはある程度の誤
差が含まれるので、検出された現在地は地図上の点としてではなく、一定の面積を有する
領域として考えられる。そして、ある程度道路が密集している場合、前記領域内に複数の
道路が存在することになる。そのため、マップマッチング処理を実行すると、複数の道路
が前記現在地が位置する道路としての候補、すなわち、マッチング候補として選択される
。
【００４８】
そこで、前記現在地決定手段２９においては、道路データ等に基づいて、すべてのマッチ
ング候補に対し、前記現在地が位置する道路として不適切なポイント、すなわち、ペナル
ティを算出し、該ペナルティの最も低い道路を選択し、その道路上に現在地が表示される
ように決定する。そして、表示部３５の画面に表示された地図においては、前記ペナルテ
ィの最も低い道路上に現在地が表示される。なお、ペナルティとは検出された現在地と道
路までの距離や過去の現在地の軌跡等に基づき算出されるもので、ペナルティが小さいマ
ッチング候補程、現在地の可能性が高い。
【００４９】
ここで、前記現在地修正手段２８は、現在地修正指示を受信すると、該現在地修正指示に
適合するマッチング候補を選択する。例えば、現在地を上方に位置する高架の道路に移動
させるという現在地修正指示を受信した場合、前記現在地決定手段２９が決定したペナル
ティの最も低い道路よりも上方に位置する、すなわち、高度の高いマッチング候補を選択
する。そして、該マッチング候補としての道路上に現在地が位置するように修正する。ま
た、現在地を近接する一般道に移動させるという現在地修正指示を受信した場合、前記現
在地決定手段２９が決定したペナルティの最も低い道路に近接し、一般道であるマッチン
グ候補を選択する。そして、該マッチング候補としての道路上に現在地が位置するように
修正する。さらに、現在地を右側に位置する道路に移動させるという現在地修正指示を受
信した場合、前記現在地決定手段２９が決定したペナルティの最も低い道路に近接し、該
道路よりも車両の進行方向に対して右側に位置するマッチング候補を選択する。そして、
該マッチング候補としての道路上に現在地が位置するように修正する。
【００５０】
このようにして、現在地が修正されると、ナビゲーション装置１４は、修正された現在地
に基づいて、ナビゲーション処理を実行する。そのため、表示部３５の画面に表示された
地図において表示されている現在地も修正される。また、必要な場合、目的地までの経路
探索も再度行われる。
【００５１】
次に、前記構成のナビゲーション装置１４の動作について説明する。
【００５２】
図１は本発明の第１の実施の形態における現在地修正処理の例を示す第１のフローチャー
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ト、図４は本発明の第１の実施の形態における現在地修正処理の例を示す第２のフローチ
ャート、図５は本発明の第１の実施の形態における現在地修正処理の例を示す第３のフロ
ーチャートである。
【００５３】
まず、操作者は、表示部３５の画面に表示された地図において表示されている現在地が誤
りであることに気がつく。ここでは、操作者の搭乗している車両が、高速道路のような高
架の道路を走行しているにもかかわらず、前記画面において表示されている現在地が前記
高架の道路の下を通っている地上の道路上であるように表示されている場合について説明
する。
【００５４】
この場合、操作者は、マイクロホン等によって構成される音声入力部３６を使用して、「
上の道」という音声を入力する。すると、音声認識手段２７は、音声認識処理を実行して
、「上の道」という音声が、現在地を上方に位置する高架の道路に移動させるという現在
地修正指示であると認識する。そして、前記音声認識手段２７は、現在地を上方に位置す
る高架の道路に移動させるという現在地修正指示を現在地修正手段２８に送信する。
【００５５】
次に、該現在地修正手段２８は、前記現在地修正指示を受信すると、現在地決定手段２９
がマップマッチング処理を実行して選択したマッチング候補の中から、現在地修正指示に
適合するマッチング候補、すなわち、現在地として決定された道路よりも上方に位置する
高度の高いマッチング候補を探し出す。
【００５６】
ここで、道路データに標高データの高度データが含まれる場合には、現在地の標高と複数
のマッチング候補の標高とを比較し、現在地よりも標高の高いマッチング候補を探し出す
。また、上下の相対的な位置関係が把握できる識別情報（例えば、地上の道路は０、高架
道路は１）が格納されている場合には、マッチング候補の道路の識別情報（具体例では１
）から現在地よりも上方に位置するマッチング候補を探し出す。
【００５７】
そして、現在地が位置する道路を前記高度の高いマッチング候補に変更する、すなわち、
現在地を修正する。なお、高度の高いマッチング候補が複数ある場合には、その中から前
記現在地として決定された道路に最も近接しているマッチング候補を選択する。あるいは
、ペナルティの最も低いものを選択してもよいし、現在地に最も近接しているものを選択
してもよい。
【００５８】
続いて、経路探索を行う必要があれば、修正された現在地に基づいて、再度経路探索を行
う。
【００５９】
なお、現在地として決定された道路よりも上方に位置する高度の高いマッチング候補を探
し出すことができない場合は、操作者にその旨を告知する。この場合、音声出力部３７は
、音声合成装置によって合成された「上の道はありません」という音声を図示されないス
ピーカから出力し、操作者に知らせる。なお、前記告知は、表示部３５の画面に表示され
るようにしてもよい。
【００６０】
また、操作者の搭乗している車両が、一般道を走行しているにもかかわらず、前記画面に
おいて表示されている現在地が前記一般道に近接する有料道路上であるように表示されて
いる場合、操作者は、マイクロホン等によって構成される音声入力部３６を使用して、「
一般道」という音声を入力する。すると、音声認識手段２７は、音声認識処理を実行して
、「一般道」という音声が、現在地を一般道に移動させるという現在地修正指示であると
認識する。そして、前記音声認識手段２７は、現在地を一般道に移動させるという現在地
修正指示を現在地修正手段２８に送信する。
【００６１】
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次に、該現在地修正手段２８は、前記現在地修正指示を受信すると、現在地決定手段２９
がマップマッチング処理を実行して選択したマッチング候補の中から、現在地修正指示に
適合するマッチング候補、すなわち、道路種別が一般道であるマッチング候補を探し出す
。
【００６２】
そして、現在地が位置する道路を前記道路種別が一般道であるマッチング候補に変更する
、すなわち、現在地を修正する。なお、道路種別が一般道であるマッチング候補が複数あ
る場合には、その中から前記現在地として決定された道路に最も近接しているマッチング
候補を選択する。あるいは、ペナルティの最も低いものを選択してもよいし、現在地に最
も近接しているものを選択してもよい。
【００６３】
続いて、経路探索を行う必要があれば、修正された現在地に基づいて、再度経路探索を行
う。
【００６４】
なお、道路種別が一般道であるマッチング候補を探し出すことができない場合は、操作者
にその旨を告知する。この場合、音声出力部３７は、音声合成装置によって合成された「
一般道はありません」という音声を図示されないスピーカから出力し、操作者に知らせる
。なお、前記告知は、表示部３５の画面に表示されるようにしてもよい。
【００６５】
また、操作者の搭乗している車両が走行している道路よりも、車両の進行方向に対して左
側にある道路を走行しているように、前記画面において表示されている場合、操作者は、
マイクロホン等によって構成される音声入力部３６を使用して、「右の道」という音声を
入力する。すると、音声認識手段２７は、音声認識処理を実行して、「右の道」という音
声が、現在地を車両の進行方向に対して右側にある道路に移動させるという現在地修正指
示であると認識する。そして、前記音声認識手段２７は、現在地を車両の進行方向に対し
て右側にある道路に移動させるという現在地修正指示を現在地修正手段２８に送信する。
【００６６】
次に、該現在地修正手段２８は、前記現在地修正指示を受信すると、現在地決定手段２９
がマップマッチング処理を実行して選択したマッチング候補の中から、現在地修正指示に
適合するマッチング候補、すなわち、車両の進行方向に対して右側にあるマッチング候補
を探し出す。
【００６７】
そして、現在地が位置する道路を前記車両の進行方向に対して右側にあるマッチング候補
に変更する、すなわち、現在地を修正する。なお、車両の進行方向に対して右側にあるマ
ッチング候補が複数ある場合には、その中から前記現在地として決定された道路に最も近
接しているマッチング候補を選択する。あるいは、ヘナルティの最も低いものを選択して
もよいし、現在地に最も近接しているものを選択してもよい。
【００６８】
続いて、経路探索を行う必要があれば、修正された現在地に基づいて、再度経路探索を行
う。
【００６９】
なお、現在地として決定された道路よりも車両の進行方向に対して右側に位置するマッチ
ング候補を探し出すことができない場合は、操作者にその旨を告知する。この場合、音声
出力部３７は、音声合成装置によって合成された「右側に道路はありません」という音声
を図示されないスピーカから出力し、操作者に知らせる。なお、前記告知は、表示部３５
の画面に表示されるようにしてもよい。
【００７０】
また、操作者の搭乗している車両が走行している道路がこのようにして修正された現在地
よりも更に右側にある場合、すなわち、現在地の修正が不十分である場合には、操作者は
、再度、「右の道」という音声を入力する。すると、前述された現在地処理が再度実行さ
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れて、現在地が修正される。
【００７１】
このように、本実施の形態においては、表示部３５の画面に表示された車両の現在地の誤
りに気が付いた場合、操作者が音声によって現在地の修正を指示すると、音声認識手段２
７が現在地修正指示を認識し、現在地修正手段２８が前記現在地修正指示に従ってマッチ
ング候補を選択して、現在地を修正するようになっている。
【００７２】
なお、現在地に対する修正すべき位置の方位は、「上」及び「右」に限ることなく「下」
、「左」、「前」、「後ろ」等、いかなる方向であってもよい。
【００７３】
したがって、操作者は、ナビゲーション装置１４の入力部３４を操作する必要がないので
、車両の走行中であっても、現在地の修正を容易に行うことができる。そのため、操作者
が表示部３５の画面に表示された車両の現在地の誤りに気が付いた場合、長時間にわたり
現在地が誤った状態が継続してしまうことがなく、即時に現在地を修正することができる
。また、車両を停止させる必要もないので、操作者が煩わしく感じることもない。
【００７４】
次に、本実施の形態におけるフローチャートについて説明する。まず、第１のフローチャ
ートについて説明する。
ステップＳ１　操作者は「上の道」という音声を入力する。
ステップＳ２　音声認識手段２７は、現在地を上方に位置する道路に移動させるという現
在地修正指示であると認識する。
ステップＳ３　現在地修正手段２８は高度の高いマッチング候補を探し出す。
ステップＳ４　現在地修正手段２８は高度の高いマッチング候補があるか否かを判断する
。ある場合はステップＳ５に進み、ない場合はステップＳ９に進む。
ステップＳ５　現在地修正手段２８は高度の高いマッチング候補が複数か否かを判断する
。複数の場合はステップＳ６に進み、複数でない場合はステップＳ７に進む。
ステップＳ６　現在地から一番近いマッチング候補を選択する。
ステップＳ７　現在地とするマッチング候補を変更する。
ステップＳ８　経路探索を行う必要があれば再探索を行う。
ステップＳ９　「上の道はありません」という音声を出力する。
【００７５】
次に、第２のフローチャートについて説明する。
ステップＳ１１　操作者は「一般道」という音声を入力する。
ステップＳ１２　音声認識手段２７は、現在地を一般道に移動させるという現在地修正指
示であると認識する。
ステップＳ１３　現在地修正手段２８は一般道の道路種別を持つマッチング候補を探し出
す。
ステップＳ１４　現在地修正手段２８は一般道の道路種別を持つマッチング候補があるか
否かを判断する。ある場合はステップＳ１５に進み、ない場合はステップＳ１９に進む。
ステップＳ１５　現在地修正手段２８は一般道の道路種別を持つマッチング候補が複数か
否かを判断する。複数の場合はステップＳ１６に進み、複数でない場合はステップＳ１７
に進む。
ステップＳ１６　現在地から一番近いマッチング候補を選択する。
ステップＳ１７　現在地とするマッチング候補を変更する。
ステップＳ１８　経路探索を行う必要があれば再探索を行う。
ステップＳ１９　「一般道はありません」という音声を出力する。
【００７６】
次に、第３のフローチャートについて説明する。
ステップＳ２１　操作者は「右の道」という音声を入力する。
ステップＳ２２　音声認識手段２７は、現在地を右側にある道路に移動させるという現在
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地修正指示であると認識する。
ステップＳ２３　現在地修正手段２８は右側にあるマッチング候補を探し出す。
ステップＳ２４　現在地修正手段２８は進行方向に対して右側にあるマッチング候補があ
るか否かを判断する。ある場合はステップＳ２５に進み、ない場合はステップＳ２９に進
む。
ステップＳ２５　現在地修正手段２８は進行方向に対して右側にあるマッチング候補が複
数か否かを判断する。複数の場合はステップＳ２６に進み、複数でない場合はステップＳ
２７に進む。
ステップＳ２６　現在地から一番近いマッチング候補を選択する。
ステップＳ２７　現在地とするマッチング候補を変更する。
ステップＳ２８　経路探索を行う必要があれば再探索を行う。
ステップＳ２９　「右側に道路はありません」という音声を出力する。
【００７７】
次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。なお、前記第１の実施の形態と同じ
構造を有するもの及び同じ動作についてはその説明を省略する。
【００７８】
図６は本発明の第２の実施の形態における現在地修正処理の概念図、図７は本発明の第２
の実施の形態における現在地修正処理の例を示すフローチャートである。
【００７９】
本実施の形態においては、立体駐車場等におけるターンテーブルによって車両の向きを変
換する場合について説明する。
【００８０】
まず、操作者は、ターンテーブル４５を備えるパーキングタワーのような立体駐車場４２
に車両を駐車させる。この場合、矢印４６の方向に車両を走行させ、ターンテーブル４５
上を通過して、立体駐車場内の駐車ケージに乗り込む。そして、車両のエンジンを停止す
るので、それとともにナビゲーション装置１４の電源もオフになる、すなわち、停止する
。
【００８１】
次に、操作者は、車両を前記立体駐車場４２から出して走行を再開する。この場合、車両
のエンジンを起動するので、それとともにナビゲーション装置１４の電源もオンになる、
すなわち、起動する。続いて、前記駐車ケージから車両を出して、ターンテーブル４５上
で停止する。すると前記ターンテーブル４５が１８０度回転して、車両の向きが１８０度
変換される。そして、矢印４７の方向に車両を走行させターンテーブル４５から離れた後
、矢印４３のように道路上を走行するとする。
【００８２】
この場合、データ記録部１６等の記憶手段には、ナビゲーション装置１４が停止するまで
車両がどのような道路を通ってきたかということが格納されている、すなわち、車両の軌
跡の履歴が格納されている。また、ナビゲーション装置１４が起動すると、その時の位置
情報も前記軌跡の履歴に追加され、起動後の軌跡の履歴もナビゲーション装置１４が起動
した時の前記位置情報を起点として追加される。そして、現在地決定手段２９は前記軌跡
の履歴に基づいて、現在地を決定する。そのため、現在地決定手段２９は、ナビゲーショ
ン装置１４が停止するまでの車両の軌跡に基づいて、すなわち、車両の向きが１８０度変
換される以前の状態が継続しているとして、現在地を決定してしまう。
【００８３】
その結果、車両は、ターンテーブル４５から離れた後矢印４３のように道路上を走行して
現在地４４に位置するにもかかわらず、現在地決定手段２９は、車両が矢印４３’のよう
に道路上を走行して現在地４４’に位置すると誤って判断してしまう。この場合、現在地
４４と現在地４４’とは、ターンテーブル４５を中心として点対称の位置にある。なお、
ターンテーブル４５の位置とナビゲーション装置１４が起動した位置とはほぼ一致してい
るので、現在地４４と現在地４４’とは、ナビゲーション装置１４が起動した位置を中心
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として点対称の位置にある。
【００８４】
この場合、操作者は、表示部３５の画面に表示されている現在地４４’が誤りであること
に気がつくと、音声入力部３６を使用して、「ターンテーブル」という音声を入力する。
すると、音声認識手段２７は、音声認識処理を実行して、「ターンテーブル」という音声
が、現在地４４’をナビゲーション装置１４が起動した位置を中心として点対称の位置に
ある現在地４４に移動させるという現在地修正指示であると認識する。すなわち、現在地
をナビゲーション装置１４が起動した位置を中心に点対称の位置になるように反転させて
、矢印４８のように移動させるという現在地修正指示であると認識する。そして、前記音
声認識手段２７は、現在地をナビゲーション装置１４が起動した位置を中心に反転させる
という現在地修正指示を現在地修正手段２８に送信する。
【００８５】
次に、該現在地修正手段２８は、前記現在地修正指示を受信すると、前記現在地決定手段
２９に対し、現在地をナビゲーション装置１４が起動した位置を中心に反転させてからマ
ップマッチング処理を実行するように指示する。すると、前記現在地決定手段２９は、前
記指示に対応するマッチング候補を探し出す。
【００８６】
そして、前記現在地修正手段２８は、ナビゲーション装置１４が起動した位置を中心に反
転した位置のマッチング候補に変更する、すなわち、現在地を修正する。
【００８７】
続いて、経路探索を行う必要があれば、修正された現在地に基づいて、再度経路探索を行
う。
【００８８】
なお、記憶手段に格納されている車両の軌跡の履歴に、ナビゲーション装置１４が起動し
た時の位置情報が含まれていない場合は、現在地をナビゲーション装置１４が起動した位
置を中心に反転させることができないので、操作者にその旨を告知する。この場合、音声
出力部３７は、音声合成装置によって合成された「ターンテーブルはありません」という
音声を図示されないスピーカから出力し、操作者に知らせる。なお、前記告知は、表示部
３５の画面に表示されるようにしてもよい。
【００８９】
ここで、現在地をナビゲーション装置１４が起動した位置以外の点を中心に反転させるよ
うにすることもできる。例えば、車両の方向の修正が必要な位置情報を地図データに記憶
する場合には、現在地から所定範囲内にその位置情報があるか否かを判断し、ある場合に
は、その位置を中心に点対称で反転させる。
【００９０】
なお、車両の方向の修正が必要な場所としてターンテーブルがあるが、このターンテーブ
ルの位置情報を駐車場の位置情報と別に記憶してもよいし、駐車場といっしょに記憶して
もよい（すなわち駐車場情報として、位置座標、およびその駐車場が車両の方向の修正が
必要な場所であるか否かを示す情報を記憶する）。
【００９１】
なお、本実施の形態において、現在地修正手段２８は、反転する基準位置（ナビゲーショ
ン装置１４が起動した位置、ターンテーブルの位置、駐車場の位置）に対する点対称の位
置を求め、該位置に最も近いマッチング候補に現在地を修正してもよいし、前記反転する
基準位置に対し点対称の位置に現在地を修正するようにしてもよい。
【００９２】
このように、本実施の形態においては、車両の向きがターンテーブル４５によって１８０
度変換された時であっても、操作者が音声によって現在地の修正を指示すると、音声認識
手段２７が現在地修正指示を認識し、現在地修正手段２８が前記現在地修正指示に従って
マッチング候補を選択して、現在地を修正するようになっている。
【００９３】
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したがって、操作者は、立体駐車場４２を利用して車両の向きがターンテーブル４５によ
って１８０度変換された時であっても、現在地の修正を容易に行うことができる。
【００９４】
また、車両の向きを修正する指示として「ターンテーブル」以外の音声を入力するように
してもい。例えば、「反対」という音声を入力すると、現在地の進行方向を１８０度変換
した方向に修正したり、現在地が存在する道路の方向であって現在地の進行方向と逆の方
向に修正したりするようにしてもよい。
【００９５】
次に、本実施の形態におけるフローチャートについて説明する。
ステップＳ３１　操作者は「ターンテーブル」という音声を入力する。
ステップＳ３２　音声認識手段２７は、現在地をナビゲーション装置１４が起動した位置
を中心に反転させるという現在地修正指示であると認識する。
ステップＳ３３　車両の軌跡の履歴に、ナビゲーション装置１４が起動した時の位置情報
が含まれているか否かを判断する。含まれている場合はステップＳ３４に進み、含まれて
いない場合はステップＳ３６に進む。
ステップＳ３４　現在地をナビゲーション装置１４が起動した位置を中心に反転させる。
ステップＳ３５　経路探索を行う必要があれば再探索を行う。
ステップＳ３６　「ターンテーブルはありません」という音声を出力する。
【００９６】
なお、本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々
変形させることが可能であり、それらを本発明の範囲から排除するものではない。
【００９７】
例えば、本発明は、複数のマッチング候補の中から現在地を決定するナビゲーションのた
めにコンピュータを、音声による現在地修正指示を認識する音声認識手段、及び、前記現
在地修正指示に従って、現在地を修正する現在地修正手段として機能させるナビゲーショ
ンプログラムを含むものである。
【００９８】
さらに、本発明は、複数のマッチング候補の中から現在地を決定するナビゲーションのた
めにコンピュータを、音声による現在地修正指示を認識する音声認識手段、及び、前記現
在地修正指示に従って、現在地を修正する現在地修正手段として機能させるナビゲーショ
ンプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を含むものである。
【００９９】
【発明の効果】
本発明によれば、ナビゲーション装置に表示された車両の現在地の誤りに気が付いた場合
、操作者が音声によって現在地の修正を指示すると、音声による指示を認識し、該指示に
従って現在地を修正することによって、現在地の修正を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態における現在地修正処理の例を示す第１のフローチャ
ートである。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーション装置の概念図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるナビゲーション装置の機能を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における現在地修正処理の例を示す第２のフローチャ
ートである。
【図５】　本発明の第１の実施の形態における現在地修正処理の例を示す第３のフローチ
ャートである。
【図６】　本発明の第２の実施の形態における現在地修正処理の概念図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態における現在地修正処理の例を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
１４　　ナビゲーション装置
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２７　　音声認識手段
２８　　現在地修正手段
４４、４４’　　現在地

【図１】 【図２】
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